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千葉県屋外広告物条例第４条の規定による禁止地域等の指定の解除に 

ついて（諮問） 

 

 千葉県屋外広告物条例第４条第６号及び第７号の規定により指定した次の禁

止地域等を解除したいので、同条例第１８条第１号の規定に基づき、貴審議会

の意見を求めます。 

 

 

  令和６年９月２６日 

 

 

千葉県知事 熊 谷 俊 人 

 

 

記 
 

１ 禁止地域等指定を解除する区域 
昭和４４年６月１４日千葉県告示第４２８号 
第６号及び７号によるもの 第２号 
一般国道５１号線のうち印旛郡酒々井町伊篠向山８４番地先から同町大 

日１１２番地先までの区間の路面及びその両側３００メートル以内の区域 

 
２ 指定解除の理由    
  昭和４３年４月９日に県の史跡として指定を受けた「成田道伊篠の松並木」

の景観保全を目的として、屋外広告物条例に基づく禁止地域等指定をした。し

かし、経年のうちに松くい虫被害で枯死、伐採され、松並木が消失したため 
史跡指定は解除されている。これを受け、地元酒々井町長からの要望があり、

禁止地域等の指定を解除するもの。 
 

 



　

　一般国道５１号線のうち印旛郡酒々井町伊篠向山８４番地先から同町大日１１２番地先
までの区間の路面及びその両側３００メートル以内の区域
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【Ｓ４４年千葉県告示第４２８号】

千葉県屋外広告物条例第4条の規定による禁止地域等の指定（第６・７号）

対象区域

千葉県屋外広告物条例第4条の規定による禁止地域等

の指定を解除する区域について



　

千葉県屋外広告物条例第4条の規定による禁止地域等の指定（第６・７号）

　一般国道５１号線のうち印旛郡酒々井町伊篠向山８４番地先から同町大日１１２番
地先までの区間の路面及びその両側３００メートル以内の区域
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【Ｓ４４年千葉県告示第４２８号】

対象区域

千葉県屋外広告物条例第4条の規定による禁止地域等

の指定を解除する区域について(詳細版)




